
平成３０年度 事業報告書 
 

Ⅰ 事業の概要 

当協会の受託事件の内容は、後記の「受託・処理の状況」記載のとおりであり、本

年度の事業収入は、前年度と比較して、約金１，３５９万円の増収であった。 

これは、各地区の事業収入の増加に加えて、１１月１４日に落札した「長期相続登

記等未了土地の解消作業」の事業収入が大きく、３月２６日の納品期限現在で５７２

件（中止２６０件、完了３１２件）もの納品があったため、この事業収入が約８３０

万円となったためである。残りの４２８件のうち２８件の作業については、随意契約

で、４００件の作業については、契約期間の延長ということで来期も継続することと

なった。 

 

１．公共嘱託登記手続きに関する広報・相談体制の充実 

・公共事業推進に係る登記制度について、一般市民の理解と手続きについての相談等

を千葉司法書士会と連携を取りながら実施したい旨を千葉司法書士会に要望した。 

・官公署等の登記業務担当者が業務を行う際に生ずる様々な質問・相談に対応するた

め、相談窓口を充実するなど官公署等からの相談を受けやすい体制づくりの検討を

行った。 

・ホームページを立ち上げ、対外広報を図った。 

 

２．業務委託契約先に対するサービスの充実に向けて 

・公益法人として官公署等の登記業務に資するよう、迅速かつ正確な事務処理に徹し

た。 

スピーディーな処理及び納期厳守に向け、社員の事務処理をサポートするとともに社

員の指導を行った。 

・必要に応じて、発注官公署等の担当者との業務打合せを行った。 

・法律改正や実務の取扱いの変更があった場合に、官公署等に対し、迅速な情報提供

や助言を行った。 

 

３．未契約の司法書士法第６８条の官公署等について、契約先の開拓及び受託 

・当協会の役員並びに地区担当理事が官公署等を訪問して、啓発活動、受託開発を行

った。 

・公共嘱託登記の処理困難事案の解決に向けて、社員の専門的能力を結合して、事案

の処理について研究を行い、社員の業務能力の一層の向上を図った。 

  

 



４．官公署等への入札参加資格審査申請の参加 

・一般競争入札参加資格の取得と継続的契約の成立を目指し、適切な対応を行った。 

・千葉県下全域の市町村を対象とした入札参加資格を取得した。 

 

５．関連他団体との連携と協調 

 ・公益社団法人千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会との共同受託体制を堅持し、 

業務に関しての研修会及び意見交換会等の開催を企画検討した。 

・千葉司法書士会・千葉司法書士政治連盟に対し、連携協力及び助言を求めた。 

・全国公共嘱託登記司法書士協会協議会主催の「未登記問題研究会」に役員１名を派

遣した。 

 

 

Ⅱ 受託・処理の状況 

 

１．会計年度の期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで    

 

１．社員の数    平成３０年 ４月 １日現在      ３２１名 

平成３１年 ３月３１日現在      ３４４名  

 

１．法人社員の数  平成３０年 ４月 １日現在       ３法人 

平成３１年 ３月３１日現在       ３法人  

 

１．受託した登記の嘱託件数              １，５２４件 

 

１．受託した登記の報酬等総額       金３４，８０１，０００円 

                （消費税８％ 金 ２，５７７，８５１円を含む） 

 

１．協会会費の金額             金７，０８９，０７５円 

                （消費税８％   金    ５２５，１１６円を含む） 


